
                     東京都一水会 会則 新旧対照表 

新 旧 備考 

２ 組     織 

第 4 条 本会は東京都公立小学校（幼稚園・こども園も含む）

に勤務する他都道府県等出身の教職員を会員として組織する。

但し、教諭で研修会等の参加を希望する教職員を、準会員とし

て認めることができる。 

 

第 6 条 本会の会務を遂行するために事務局・研修局を置く。 

    本会の事業を遂行するために、次の部及び専門部を設

ける。 

１   事務局        ２  研修局 

（1）広 報 部      （1）校長選考部 

（2）会 計 部       (2）ＢＣ選考部 

（3）「雄飛」編集部     （3）Ａ選考部 

（4）組織対策部      （4）指導主事部 

（5）厚 生 部       （5）幼稚園・こども園部 

              （6）主任教諭選考部  

16 本会則は令和 5年 6月 3日一部改正により施行する。 

 

 

 

 

２ 組     織 

第 4 条 本会は東京都公立小学校（幼稚園・こども園も含む）

に勤務する他都道府県等出身の教職員を会員として組織する。

但し、主任教諭・教諭等で研修会等の参加を希望する教職員を、

準会員として認めることができる。 

 

第 6 条 本会の会務を遂行するために事務局を置く。 

    本会の事業を遂行するために、次の部及び専門部を設

ける。 

１  部          ２ 専門部  

（1）広 報 部      （1）ＢＣ選考部 

（2）会 計 部       (2）Ａ選考部 

（3）研 修 部      （3）指導主事部 

（4）「雄飛」編集部     （4）幼稚園・こども園部 

（5）組織対策部      （5）主任教諭選考部  

（6）厚 生 部 

 

 



 


